
首里城復元のための関係閣僚会議幹事会の構成員の官職の指定について 

 

令 和 元 年 1 1 月 ６ 日 

首里城復元のための関係閣僚会議議長決定 

令 和 元 年 1 1 月 2 2 日 

一 部 改 正 

令 和 ４ 年 ２ 月 ２ 日 

一 部 改 正 

 

 

首里城復元のための関係閣僚会議の開催について（令和元年11月５日内閣総

理大臣決裁）第３項の規定に基づき、首里城復元のための関係閣僚会議幹事会の

構成員の官職を次のとおり指定する。ただし、議長は、必要があると認めるとき

は、関係者の出席を求めることができる。 

 

議 長  内閣官房副長官（事務） 

副議長  内閣総理大臣が指名する内閣総理大臣補佐官      

内閣官房副長官補（内政担当） 

構成員  内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付） 

内閣府政策統括官（沖縄政策担当） 

内閣府沖縄振興局長 

消防庁長官 

財務省政策立案総括審議官 

文化庁長官 

林野庁長官 

国土交通省都市局長 

観光庁長官 
 


